
 

 

 
個人情報等の取扱いに関する個人情報保護委員会からの指導について 

 
令和６年５月２７日（月）に公表したまちづくり局における「個人情報を含む USB メモリの所在不明について」

の事案に関し、７月５日（金）に個人情報保護委員会から個人情報等の取扱いについて文書で指導を受けまし
た。 

本市としては、個人情報保護委員会による指導を真摯に受け止め、再発防止に向け、保有個人情報の安全管
理のために必要かつ適切な措置を講じてまいります。 
  

１ 事案概要 
まちづくり局交通政策室において、過年度に申請された駐車施設附置届出書等１，６６０件のバックアップデ

ータを保存していた USB メモリの所在不明が判明しました。（別添報道発表資料参照） 
本事案について、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、個人情報保護委員会に報告を行いました。 

 
２ 指導の趣旨及び内容 

本事案につき、保有個人情報の取扱い状況の記録について、不備が認められるため、必要かつ適切な措置を講
じること。また、本事案につき本市が報告した再発防止のための措置（まちづくり局内各所属で所有する USB メモ
リを原則廃止し、局の総務部門での一括管理とするなど、取扱いについて全面的に見直すこと等）を確実に実施
するとともに、以後、適切に運用し、継続的にその取り扱う保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措
置を講ずること。 

 
３ 今後の対応 

まちづくり局における上記の再発防止のための措置に加え、全庁的に、USB メモリの削減に向けた取組を実施し
てまいります。また、職員に対して情報セキュリティの重要性について十分理解させるための研修等を実施するなど、
再発防止に向け、個人情報を含むデータの取扱いに関する規則等の遵守を徹底してまいります。 

 

問合せ先 
（保有個人情報に関すること） 
川崎市総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部 
行政情報課情報公開担当 山口 
電話 ０４４－２００－３６５６ 
（本件事案に関すること） 
川崎市まちづくり局交通政策室 藤島 
電話 ０４４－２００－２７６２ 

令 和 ６ 年 ７ 月 ９ 日 
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川崎市（総務企画局・まちづくり局） 












